
契約の内容

契 約 年 月 日 平成２９年３月２９日

契 約 業 者 名 三精テクノロジーズ株式会社

契約業者の本店住所 大阪市淀川区宮原４－３－２９

業 務 の 名 称 ２９－支－アーバニア鶴舞第二他昇降機保守管理業務

履 行 場 所 名古屋市中区千代田２－１６－１０他

履 行 期 間 平成２９年４月１日 ～ 平成３０年３月３１日

概 算 契 約 金 額 １２，０００，９６０円（税込み）

（随意契約の場合）

随意契約先選定理由

本業務は、機構賃貸住宅団地内に設置された昇降機に係る点検、調整、修理又は取替え等の

業務である。

当該設備は、不特定多数が常時利用し、不適切な保守管理により人身事故も発生し得る設備

であるため、最適者による管理が必須である。

当該業者は、当該昇降機の工事施工者系列の保守管理会社であり、一般的な知識のみならず、

当該昇降機の構造や特性等を熟知しており、不具合等を未然に防止できる保守管理方法を最も

確立している者である。

また、故障等が発生した場合は、迅速、的確な対応も可能である。

よって、会計規程第 51条第３項第１号の規定に基づき、随意契約を行ったものである。


